
 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
特

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
定
款
変
更
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
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特
定
非
営
利

活
動
法
人
夢

を
つ
む
い
で 

谷
川 

幸
也 
広
島
県
府
中

市
用
土
町
三

四
三
番
地
一

こ
の
法
人
は
、
障
が

い
児
・
者
、
高
齢
者

と
そ
の
家
族
、
及
び

子
ど
も
や
子
育
て
中

の
家
族
な
ど
に
対
し

て
、
相
談
支
援
事
業
、

居
宅
介
護
事
業
、
日

中
一
時
支
援
事
業
等

の
第
二
種
社
会
福
祉

事
業
な
ど
を
行
い
、

す
べ
て
の
人
が
生
き

が
い
を
持
ち
、
住
み

慣
れ
た
町
で
、
幸
せ

に
、
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
地
域
社
会
の
実

現
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

・
事
務
所
の
変

更 ・
事
業
の
変
更 

・
役
員
報
酬
上

限
額
の
変
更 

・
残
余
財
産
帰

属
先
の
変
更 

・
法
改
正
に
伴

う
字
句
の
変
更 

平
成
二
六
年

一
二
月
五
日 

特
定
非
営
利

活
動
法
人
ジ

ャ
フ
ィ
ー
ノ

ジ
ャ
パ
ン
西

日
本 

黒
川 

美
代

子 

広
島
県
福
山

市
港
町
二
丁

目
一
七
―
四

八

当
法
人
は
、
日
本
を

含
む
ア
ジ
ア
諸
国
に

お
い
て
、
バ
イ
オ
マ

ス
事
業
、
外
国
人
人

材
育
成
に
関
す
る
事

業
を
行
い
、
も
っ
て

地
球
温
暖
化
対
策
、

循
環
型
社
会
の
構
築

及
び
雇
用
の
創
出
と

拡
大
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

・
名
称
の
変
更 

・
活
動
の
種
類

の
変
更 

・
事
業
の
変
更 

・
法
改
正
に
伴

う
字
句
の
変
更 

平
成
二
六
年

一
二
月
一
六

日 


